
2015年度　自己点検・評価　【法学部】

＜目標、行動計画>策定シート 作成日：2015年　11月　6日

2021年度に向けた教育研究目標

（タイトル）

（狙い内容）

１．６年後（2021年度）の目指す姿（目標）

２．上記の目標を設定した背景、課題及び現状分析について、記述してください。

３．達成度評価

①
Ａ：

②
Ｂ：

③ Ｃ：

Ｄ：

４．年度毎の目標値

（タイトル）

（狙い内容）

１．６年後（2021年度）の目指す姿（目標）

２．上記の目標を設定した背景、課題及び現状分析について、記述してください。

３．達成度評価

４．年度毎の目標値

８０人以上２７人 ３０人 ３５人 ４５人 ５５人 ７０人

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

【Ａ票：教育研究目標２】

広範な知識と社会的視野の獲得

法学・政治学の専門教育のみに止まらず、歴史学、哲学、心理学、社会学、経済学などの諸科学が明らかにしてきた広範な知識を身につけ、さらに
広範な社会的現実に常に目を向けられるようにすること。

法学・政治学の専門教育だけに止まらず、歴史学・哲学・心理学・社会学・経済学などの諸科学が明らかにしてきた広範な知識を身につけ、
さらに広範な社会的現実に常に目を向けることができるように、単なる他学部履修ではなく、他学部及び学部以外のセンター等から提供された
プログラム〔副専攻プログラム〕を学ぶことにより、広範な知見と深い専門性を備えること

上記の目標設定の背景には、法的・政治的な問題を解決するためには、専門的な知識だけではなく、歴史学・哲学・心理学・社会学・経済学などの視点から多面的な検討を
することでより説得力のある結論を導き出すことができることにある。しかし、複数分野専攻制（MS）プログラムの受講者は、２０１３年度１８名、２０１４年度１４名、２０１５年度
２７名であり、その数は多くはない。そこで、学生に対してこのような副専攻プログラムに参加するよう促すことが必要である。

評価指標 副専攻プログラムの受講者を増加させる。副専攻プログラムの受講者数。 評価尺度

A：１００人以上

Ｂ：６０人～９９人

Ｃ：３０人～５９人

Ｄ：３０人未満

2015年度（現状）

評価指標

スタートアップ演習受講生のアンケート調査によるスキルの十分な達成の割
合。

評価尺度

①７０％以上　②９０％以上
③３０００人以上

スタートアップ演習受講生のアンケート調査によるLAに対する十分な満足度
の割合。

①５０％～６９％　②８０％～８９％
③２５００人～２９９９人

研究者教員以外の講義や演習の各学期の履修者の数。

①７０％以上
②９０％以上
③３０００人以上

①３１％
②６１％
③２２８０人

①３８％
②６５％
③２４００人

①４５％
②７０％
③２５００人

①５０％
②７５％
③２６００人

①５６％
②８０％
③２７００人

①６２％
②８５％
③２８００人

①３０％～４９％　②６０％～７９％
③２３００人～２４９９人
①３０％未満　②６０％未満
③２３００人未満

2015年度（現状） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

責任者 法学部長 作成部局 法学部

【Ａ票：教育研究目標１】

科学的な思考方法の修得

対象を直観的・主観的ではなく、客観的・多面的に観察し、論理的に分析を進めていく方法を身につけること。

初年次におけるスタートアップ演習において、「調べたうえで読む・話す・書く」というスタディー・スキルを十分に身につけたうえで、
法学・政治学の専門科目を「入門科目から専門科目へ」というスパイラル構造に従って効果的に学習し、また研究者教員以外の
弁護士や司法書士などによる講義や演習、経済学部との連携講義での地方行政に現在携わる公務員による講義や演習を受講し、
さらに法学部で開催される他大学の教員の講演会に積極的に参加することにより、対象を客観的・多面的に観察し、論理的に分析
できる力をしっかりと身につけること。

上記の目標設定の背景としては、初年次において、本格的な専門科目の学習の前に、図書館で情報検索を学び、ノート・テイクのノウハウを学び、さらに本を
要約させることは基本的なスキルとして非常に重要であり、また法学部では、法的な概念を用いて抽象的、論理的に、そして多角的にものごとを検討することが
重要であることから、このような教育理念は本学法学部のソーシャル・アプローチに通じることにある。
課題としては、スタートアップ演習で上記のノウハウをしっかりと身につけさせることができているのか、そこに配置される上級生のラーニングアシスタント（LA）は
十分に一定数が確保され、１回生をサポートできているのか、また、研究者教員以外の講義及び演習の履修者数を増加させることなどについて調査及び検討が必要である。
現状としては、スタートアップ演習は単位修得者の割合は向上しており（２０１５年度９８．９％）、またLAも確保されているが、LA自身が受講する講義と
重なるという問題が発生している。さらに、研究者教員以外の講義の履修者数を増加させることについては十分な検討はなされていない。

Ｃ票 



（タイトル）

（狙い内容）

１．６年後（2021年度）の目指す姿（目標）

２．上記の目標を設定した背景、課題及び現状分析について、記述してください。

３．達成度評価

４．年度毎の目標値

（タイトル）

（狙い内容）

１．６年後（2021年度）の目指す姿（目標）

２．上記の目標を設定した背景、課題及び現状分析について、記述してください。

４．年度毎の目標値

２５００人 ２５００人

2015年度（現状） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

２５００人２５００人 ２５００人 ２５００人 ２５００人

【Ａ票：教育研究目標４】

人権感覚の陶冶

法と政治の基本的規範理念としての人権感覚を身につけること。

法と政治の基本的規範理念としての人権感覚を身につけるために、法学部では全新入生が法学部専任教員による人権問題講演会を受講して
いる。また、大学が主催する人権問題講演会に積極的に参加することなどにより、社会における人権についての現状と問題を認識し、多民族・
多文化の共生社会を構築するという観点から人権問題をとらえることができること

上記の目標設定の背景には、昨年、国連の人権委員会から日本政府に対して人種的優越または憎悪を唱えるあらゆる宣伝を禁止すべきなどの勧告がなさ
れ、法と政治の規範理念である基本的人権の尊重があらためて問われていることにある。本学は、人権教育研究室を設置しており、そこでは毎年外部から
講師を招いて人権問題講演会が開催されており、それに参加することは重要である。また、法学部では、人権教育関連の講義を複数開講しているだけでな
く、キリスト教学演習ではフィールド・トリップを実施して、学生に人権問題を考える機会を与えている。

評価指標
人権問題を主に対象とする講義の履修者が現在延べ２５００人とほぼ法学
部生全員が履修している状態であるので、この人数を維持する。 評価尺度

A：２５００人以上

B：２４００人以上

Ｃ：２３００人以上

Ｄ：２２００人未満

１００人 １２０人 １３５人 １５０人 １６５人 １８０人以上

B：１３０人～１７９人

Ｃ：９０人～１２９人

2015年度（現状） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

９０人

Ｄ：９０人未満

評価指標 実社会で学ぶ実践型体験学習プログラムへの参加者の増加 評価尺度

A：１８０人以上

【Ａ票：教育研究目標３】

正しい価値観と豊かな人間性の形成

よりよい社会と人間の幸福の実現に向けて奉仕する精神を育み、自由と正義の実現を目指した明確な価値観を形成すること。

よりよい社会と人間の幸福の実現に向けて奉仕する精神を育み、自由と正義の実現を目指した明確な価値観を形成するために、学部で
学んだ知識を生かしながら行政機関など実社会で学ぶ実践型体験学習プログラムに積極的に参加すること。

上記の目標設定の背景は、学生には専門的知識を身につけさせるだけでなく、本学のスクールモットーである“Mastery for Serivice”が現すように、それを社会及び世界に貢
献するために自らを鍛えることが重要であり、そのためにキャンパスを出て、実社会を経験させることで、正しい価値観と豊かな人間性を形成させることにある。そのために、
全学科目である、インターンシップ実習・キャリアゼミ・霞が関セミナー・社会連携プロジェクト、そして平和学特別演習「ヒロシマ」などを履修し、また法学部科目である地域イン
ターンシップ実習に積極的に参加することが求められる。しかし、地域インターンシップ実習は、本学キャリアセンターや法学部事務室によるサポートはあるものの、実習先は
学生自身が探して見つけてくることになっており、参加者は毎年多くはなく、やはり法学部が地方公共団体とインターンシップ協定を締結することなどにより、学生がより参加し
やすい環境を整えることが必要となっている。



（タイトル）

（狙い内容）

１．６年後（2021年度）の目指す姿（目標）

２．上記の目標を設定した背景、課題及び現状分析について、記述してください。

３．達成度評価

４．年度毎の目標値
2021年度

２７８人 ３００人 ３５０人 ４００人 ４５０人 ５００人 ６００人以上

2015年度（現状） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

評価指標 グローバルスタディーズ科目の受講者の増 評価尺度

A：６００人以上

Ｂ：４００人～５９９人

Ｃ：３００人～３９９人

Ｄ：３００人以下

【Ａ票：教育研究目標５】

国際的地球的な視野の確保

本学の伝統を踏まえ、自由な精神に基づいて常に国際的・地球的な視野を身につけること。
これらの教育目標を、以下の実施目標として具体化しています。

本学の伝統を踏まえ、自由な精神に基づいて常に国際的・地球的な視野を身につけるために、全学のグローバルスタディーズ科目である
海外フィールドワーク・国連セミナー・世界市民論などを広く受講し、また法学部主催の法職等説明会に参加して、実際に国際的に活躍して
いる法学部卒業生の話を聞き、国際的・地球的に物ごとをとらえることの意義及び重要性をしっかり理解すること

上記の目標設定の背景には、今後さらにグローバル化が進み、これにより各国は相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視できなくなることから、このグローバル社会を
生き抜くために、グローバルスタディーズ科目の履修がますます必要かつ重要となることにある。したがって、この科目の受講者を増やす必要がある。また、現在法学部のス
タートアップ演習の中で実施されている法職等説明会では、企業の法務部に所属し、自らも外国で企業相手に活躍している卒業生の話を聞くことができることから、自分とは
異なる文化や歴史そして独自の法をもつ人々と接することの意義、そして難しさを知ることができる


	公表用Ｃ票（目標１～５）

